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　注）　C 江差ゾーンの熊石町は現在の八雲町
（平成１７年１０月１日合併）

　注）　D 茂津多ゾーンの瀬棚町、北檜山町、大成町は現在のせたな町
（平成１７年９月１日合併）

ゾーン区分及びゾーンのテーマ図

　国は、東北地方太平洋沖地震を受け、平成２３年９月に「今後の津波対策を構築
するにあたり、基本的に二つのレベルの津波を想定する必要がある」とした津波対
策に関する方針を示したことから、道は、この方針に基づき平成２４年６月に「北
海道地域防災計画の一部修正」を行い、最大クラスの津波（Ｌ２津波）に対して
は、「住民避難を軸とした総合的な対策」を講じることとし、また、「最大クラス
の津波に比べ発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波（以
下、Ｌ１津波）に対しては「海岸保全施設等の整備をメインとした対策」を進める
こととした。
　このことから、今後、津波対策を目的とした海岸堤防等を整備するため、後志檜
山沿岸の「防護すべき地域」、「防護水準」及び「海岸保全施設の整備に関する基
本的な事項」にＬ１津波に関する事項を追記する。







































4　後志檜山沿岸の保全に関する基本的事項

4.1　海岸の防護に関する事項

　4.1.1　海岸の防護の目標

　　(1) 防護すべき地域

　　(2) 防護水準

　本計画における防護すべき地域は、海岸保全施設が整備されていない場合に、防護
水準として設定した高潮等による浸水や現在進行中の侵食により、海岸背後の家屋や
土地に対して被害の発生が想定される地域とする。
　また、津波に対しては「最大クラスの津波に比べ発生頻度が高く（数十年から百数
十年に一度程度）、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波（Ｌ１津波）」が
発生した場合の浸水区域とする。

　後志檜山沿岸は、日本海側の厳しい気候のなかで、古来より自然と共に育まれた海
域と陸域からなり、環境の急激な変化や海岸災害の発生、各種利用間の競合など、
様々な問題が生じている。このため、これらの諸問題を解決するとともに、地域住民
生活の健全な発展と国土の有効な利用を促進するため、安全な海岸づくりを進める必
要がある。

　高潮や越波等による浸水被害の防護については、過去に発生した高潮の記録に基づ
く既往最高潮位に、適切に推算した波浪の影響を加えて、これらに対して防護するこ
とを目標とする。防護水準は、対象海岸の背後状況や地域ニーズに応じた海岸管理者
が適切に設定することとし、地域住民と一体となったソフト面での対策等を図ること
により、総合的な防護を図るものとする。
　侵食による被害の防護については、侵食の進行している海岸では現状の汀線を保
全・維持することを基本的な目標とするが、侵食が著しく背後地に被害が生じる可能
性に応じて汀線の回復を図ることを目標とする。
　津波による浸水被害の防護については、学識経験者等からなる「北海道日本海沿岸
の設計津波水位検討委員会」により設定した「海岸保全施設等の設計に用いる津波の
水位」に対して防護することを目標とする。
　後志檜山沿岸における防護水準は、表4.1.1及び表4.1.2のとおりとする。
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13 13 積丹海岸（泊地区～余別地区）

14 14 積丹海岸（草内地区）～神恵内海岸（ノット地区）

15 15 神恵内海岸（川白地区～珊内地区） 神恵内村

16 16 神恵内海岸（珊内地区）～泊海岸（盃地区）

17 17 泊海岸（泊地区）～岩内海岸（敷島内地区）

18 18 岩内海岸（敷島内地区）～

19 19 蘭越海岸～寿都海岸（横澗地区）

20 20 寿都海岸（横澗地区～大磯地区） 寿都町

21 21 寿都海岸（大磯地区）～島牧海岸（歌島地区） 島牧村

22 22 島牧海岸（美川地区～元町地区） 島牧村

23-A 島牧海岸（原歌地区～栄浜地区） 島牧村

23-B 瀬棚海岸（須築地区～梅花都地区） せたな町

24 24 瀬棚海岸（三本杉地区）～北檜山海岸（川尻地区） せたな町

25 25 北檜山海岸（太櫓地区）～大成海岸（太田地区） せたな町

26 26 大成海岸（太田地区～都地区） せたな町

27 27 大成海岸（都地区～平浜地区） せたな町

28 28 大成海岸（貝取澗地区）～熊石海岸（鮎川地区）

29 29 熊石海岸（鮎川地区）～上ノ国海岸（大崎地区）

30 30
檜
山

上ノ国海岸（大崎地区～小砂子地区） 上ノ国町

31-A 松前海岸（神山地区～館浜地区） 松前町

31-B 松前海岸（館浜地区）～館浜漁港西岸トノマ岬 松前町

31-C 館浜漁港西岸トノマ岬～松前海岸（建石地区） 松前町

32 32 松前海岸（弁天地区～荒谷地区） 松前町

33 33 松前海岸（荒谷地区～白神地区） 松前町

44 44 奥尻島（青苗地区（青苗岬）～松江地区） 奥尻町

45 45 奥尻島（松江地区～赤石地区） 奥尻町

46 46 奥尻島（奥尻地区～球浦地区） 奥尻町

47 47 奥尻島（宮津地区～稲穂（稲穂岬）） 奥尻町

48-A 奥尻島（稲穂（稲穂岬）～湯浜地区（幌内川河口）） 奥尻町

48-B 奥尻島（湯浜地区（幌内川河口）～米岡地区（群来岬）） 奥尻町

48-C 奥尻島（米岡地区（群来岬）～青苗地区（青苗岬）） 奥尻町

（推定）佐渡島北方沖地震津波

（推定）庄内沖地震津波

（推定）庄内沖地震津波

（推定）庄内沖地震津波

（推定）佐渡島北方沖地震津波

（推定）庄内沖地震津波

（推定）西方沖地震津波

（推定）西方沖地震津波

1833年庄内沖地震津波

（推定）南西沖地震津波

（推定）南西沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波
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（推定）庄内沖地震津波

（推定）庄内沖地震津波

（推定）庄内沖地震津波

（推定）庄内沖地震津波

（推定）西方沖地震津波

（推定）南西沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）北西沖地震津波

1833年庄内沖地震津波

（推定）北西沖地震津波

（推定）北西沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

1983年日本海中部地震津波

1983年日本海中部地震津波

+1.8

No

+2.6

+2.9

+5.0

+4.4

+1.9

+2.1

+2.2

+2.7

　海岸堤防等の高さは、今後、設計津波水位と低気圧等による高潮・高波に対する必要
高を比較のうえ、海岸の機能の多様性への配慮、環境保全、周辺景観との調和、経済
性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮する。
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+3.2

+2.3

+4.7

+1.9

+1.9

対象津波海岸名 箇所名
設計津波水位
（T.P. +m）

表4.1.2　設計津波水位
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※地域海岸18は、崖地区間で設計津波水位設定の必要が無い為「－」を表示している。
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　注）　C 江差ゾーンの熊石町は現在の八雲町
（平成１７年１０月１日合併）

　注）　D 茂津多ゾーンの瀬棚町、北檜山町、大成町は現在のせたな町
（平成１７年９月１日合併）



　注）　C 江差ゾーンの熊石町は現在の八雲町
（平成１７年１０月１日合併）

　注）　D 茂津多ゾーンの瀬棚町、北檜山町、大成町は現在のせたな町
（平成１７年９月１日合併）
















